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◎
建
設
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律�

�

（
平
成
二
六
年
六
月
四
日
法
律
第
五
五
号
）

一
、提
案
理
由（
平
成
二
六
年
四
月
一
日
・
参
議
院
国
土
交
通
委
員
会
）

○
国
務
大
臣（
太
田
昭
宏
君
）　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
建
設
業
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び
建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
の
提
案
理
由
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
建
設
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
御
説

明
申
し
上
げ
ま
す
。

建
設
業
は
、
東
日
本
大
震
災
に
係
る
復
興
事
業
や
防
災
・
減
災
、
老
朽

化
対
策
、
耐
震
化
、
イ
ン
フ
ラ
の
維
持
管
理
な
ど
の
担
い
手
と
し
て
、
そ

の
果
た
す
べ
き
役
割
は
ま
す
ま
す
増
大
し
て
お
り
ま
す
。

一
方
、
建
設
投
資
の
急
激
な
減
少
や
競
争
の
激
化
に
よ
り
、
建
設
業
の

経
営
を
取
り
巻
く
環
境
が
悪
化
し
、
い
わ
ゆ
る
ダ
ン
ピ
ン
グ
受
注
な
ど
に

よ
り
、
建
設
企
業
の
疲
弊
や
下
請
企
業
へ
の
し
わ
寄
せ
、
現
場
の
技
能
労

働
者
等
の
就
労
環
境
の
悪
化
と
い
っ
た
構
造
的
な
問
題
が
発
生
し
て
お
り

ま
す
。
こ
う
し
た
問
題
を
看
過
す
れ
ば
、若
年
入
職
者
の
減
少
等
に
よ
り
、

中
長
期
的
に
は
、
建
設
工
事
の
担
い
手
が
不
足
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
す
。

ま
た
、
維
持
管
理
・
更
新
に
関
す
る
工
事
の
増
加
に
伴
い
、
こ
れ
ら
の

工
事
の
適
正
な
施
工
の
確
保
を
徹
底
す
る
必
要
性
も
高
ま
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
趣
旨
か
ら
、
こ
の
度
こ
の
法
律
案
を
提
案
す
る
こ
と
と
し

た
次
第
で
す
。

次
に
、
こ
の
法
律
案
の
概
要
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
ダ
ン
ピ
ン
グ
受
注
を
防
止
す
る
た
め
、
公
共
工
事
の
入
札
及

び
契
約
の
適
正
化
の
基
本
と
な
る
べ
き
事
項
と
し
て
、
公
共
工
事
の
適
正

な
施
工
が
通
常
見
込
ま
れ
な
い
請
負
代
金
で
の
契
約
の
締
結
を
防
止
す
る

こ
と
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
建
設
業
者
に
対
し
、
入
札
金
額
の
内
訳
の

提
出
を
求
め
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
維
持
修
繕
工
事
等
の
小
規
模
な
公
共
工
事
に
つ
い
て
も
そ
の

適
正
な
施
工
を
図
る
た
め
、
施
工
体
制
台
帳
の
作
成
及
び
提
出
を
求
め
る

こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
三
に
、
解
体
工
事
の
適
正
な
施
工
を
図
る
た
め
、
建
設
業
の
業
種
区

分
を
見
直
し
、
解
体
工
事
業
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
四
に
、
建
設
業
か
ら
の
暴
力
団
の
排
除
を
徹
底
す
る
た
め
、
暴
力
団

員
で
あ
る
こ
と
等
を
許
可
に
係
る
欠
格
要
件
及
び
取
消
し
事
由
に
追
加
す

る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
他
、
こ
れ
ら
に
関
連
い
た
し
ま
し
て
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行

う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

�

（
略
）�
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以
上
が
建
設
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び
建
築
基
準
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
を
提
案
す
る
理
由
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
法
律
案
が
速
や
か
に
成
立
い
た
し
ま
す
よ
う
、
御
審
議
を
よ

ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

二
、
参
議
院
国
土
交
通
委
員
長
報
告（
平
成
二
六
年
四
月
四
日
）

○
藤
本
祐
司
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
三
法
律
案
の
う
ち
、
建

設
業
法
等
改
正
案
及
び
建
築
基
準
法
改
正
案
の
二
法
案
に
つ
き
ま
し
て
、

国
土
交
通
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

ま
ず
、
建
設
業
法
等
改
正
案
は
、
許
可
に
係
る
建
設
工
事
の
種
類
に
解

体
工
事
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
公
共
工
事
の
入
札
参
加
者
に
対
し
入
札

金
額
の
内
訳
の
提
出
を
義
務
付
け
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の

で
す
。

�

（
略
）�

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
両
法
律
案
を
一
括
し
て
議
題
と
し
、
入
札

契
約
方
法
の
見
直
し
の
在
り
方
、
建
設
業
の
担
い
手
の
確
保
策
、
建
築
物

に
お
け
る
木
材
利
用
の
促
進
、
建
築
物
の
安
全
性
に
係
る
調
査
体
制
等
に

つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知

願
い
ま
す
。

質
疑
を
終
局
し
、
順
次
採
決
の
結
果
、
両
法
律
案
は
い
ず
れ
も
全
会
一

致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
両
法
律
案
に
対
し
て
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
い
ま
す
。

�

（
略
）�

○
附
帯
決
議（
平
成
二
六
年
四
月
三
日
）

（
建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
二
六
法
五
四
）
の
附
帯

決
議
と
一
括
し
て
掲
載
）

三
、衆
議
院
国
土
交
通
委
員
長
報
告（
平
成
二
六
年
五
月
二
九
日
）

○
梶
山
弘
志
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
三
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
国
土
交
通
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し

上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
建
設
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
建
設
業
を
取
り

巻
く
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
等
に
鑑
み
、
建
設
工
事
の
適
正
な
施
工
を
確

保
す
る
た
め
、
許
可
に
係
る
業
種
区
分
に
解
体
工
事
業
を
追
加
す
る
と
と

も
に
、
暴
力
団
排
除
条
項
を
整
備
す
る
ほ
か
、
公
共
工
事
の
入
札
契
約
適

正
化
の
柱
に
ダ
ン
ピ
ン
グ
受
注
の
防
止
を
追
加
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

�

（
略
）�

両
案
は
、
参
議
院
先
議
に
係
る
も
の
で
、
去
る
五
月
十
九
日
本
委
員
会

に
付
託
さ
れ
、
二
十
一
日
太
田
国
土
交
通
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を

聴
取
し
、
二
十
三
日
質
疑
に
入
り
、
二
十
七
日
、
質
疑
終
了
後
、
採
決
の
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結
果
、
い
ず
れ
も
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の

と
議
決
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
両
案
に
対
し
そ
れ
ぞ
れ
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
。

�

（
略
）�

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
六
年
五
月
二
七
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
諸
点
に
留
意
し
、
そ
の

運
用
に
つ
い
て
遺
漏
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一　

建
設
工
事
の
適
正
な
施
工
と
そ
の
中
長
期
的
な
担
い
手
確
保
を
図
る

た
め
、
低
入
札
価
格
調
査
制
度
な
ど
の
導
入
が
進
ん
で
い
な
い
市
町
村

に
お
い
て
導
入
を
促
進
す
る
こ
と
な
ど
の
ダ
ン
ピ
ン
グ
受
注
対
策
の
更

な
る
強
化
を
図
る
こ
と
。

二　

公
共
工
事
設
計
労
務
単
価
の
引
上
げ
が
一
次
下
請
以
下
の
全
て
の
建

設
労
働
者
の
賃
金
上
昇
に
つ
な
が
る
よ
う
、
賃
金
の
支
払
い
状
況
の
把

握
を
含
め
所
要
の
対
策
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
最
近
の
技
能
労
働
者
の

不
足
等
の
市
場
実
態
を
反
映
し
た
公
共
工
事
設
計
労
務
単
価
の
適
宜
適

切
な
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

三　

建
設
業
許
可
に
係
る
業
種
区
分
の
見
直
し
に
よ
っ
て
新
設
さ
れ
る
解

体
工
事
業
の
許
可
に
当
た
っ
て
は
、
混
乱
の
な
い
よ
う
に
円
滑
な
施
行

に
努
め
る
と
と
も
に
、
解
体
工
事
に
伴
う
重
大
事
故
が
絶
え
な
い
こ
と

に
鑑
み
、
公
衆
災
害
の
防
止
に
万
全
を
期
す
こ
と
。

四　

公
共
工
事
に
お
け
る
施
工
体
制
台
帳
の
作
成
及
び
提
出
の
義
務
付
け

に
当
た
っ
て
は
、一
次
下
請
以
下
の
施
工
体
制
の
的
確
な
把
握
に
よ
り
、

手
抜
き
工
事
や
不
当
な
中
間
搾
取
な
ど
の
防
止
、
安
全
な
労
働
環
境
の

確
保
な
ど
の
適
切
な
施
工
体
制
の
確
立
を
図
る
こ
と
。

五　

建
設
労
働
者
の
社
会
保
険
の
加
入
が
早
急
か
つ
確
実
に
実
現
さ
れ
る

よ
う
、
適
正
な
額
の
請
負
代
金
で
の
下
請
契
約
の
締
結
を
含
め
指
導
監

督
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
所
要
の
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。


